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１．価格転嫁・取引適正化対策
に関する取組状況



価格転嫁・取引適正化対策に係るこれまでの経緯

➢ 通信関係の業界団体に、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年11月
29日）」の遵守徹底を含む総務大臣名の要請文書を発出（令和７年３月10日）

• ３月中に各団体から所属する全会員企業へ要請の周知と徹底を依頼

➢ 主要通信事業者４社※へは同日に総務副大臣から直接対面にて要請文書を手交し要請
※NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの４社

➢ 中小企業庁による、価格交渉促進月間（2025年３月）のフォローアップ調査結果の公
表（令和７年６月20日）

• 通信業界について、価格交渉は従前よりも改善（30業界中24位）しているものの、価格転嫁率は後退（30業界中29位）

➢ 中小企業庁による、「発注者リスト」※の公表（令和７年８月５日）
※中小企業へのアンケート調査（30万社）において、10社以上の中小企業から「主要な取引先」として選択された発注側企業を掲載

• 掲載されたキャリア三社（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク）については、価格交渉及び価格転嫁に対する取組状況に改善が見られた

➢ 市場検証委員会「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針」
の策定（令和７年９月４日）

• 電気通信事業者におけるサプライヤーとの取引に関し、物価高騰情勢を踏まえた価格転嫁・取引適正化対策に関する取組状況等について確認を行うこと
を記載

これまでの経緯
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ヒアリング項目

⚫ 価格転嫁・取引適正化対策に関する取組状況

（電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会）

① 会員企業の価格転嫁・取引適正化対策に関する取組状況

② 団体としての価格転嫁・取引適正化対策に関する取組状況

③ ①、②を踏まえた、今後の価格転嫁・取引適正化対策に関する取組

 「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針」に基づき、関係団体
に対し、市場検証委員会においてヒアリングを公開で実施し、「価格転嫁・取引適正化対策に関する
取組状況」について、確認を行う。
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（参考）中小企業庁「価格交渉促進月間（2025年３月）のフォローアップ調査結果」（令和７年６月20日）
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（参考）中小企業庁「価格交渉促進月間（2025年３月）のフォローアップ調査結果」（令和７年６月20日）
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（参考）中小企業庁「価格交渉促進月間（2025年３月）のフォローアップ調査結果」（令和７年６月20日）
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（参考）中小企業庁による、主な通信事業者の「発注者リスト」掲載状況
7

2022年９月 2023年３月 2023年９月 2024年３月 2024年９月 2025年３月

NTTドコモ 価格交渉 イ

なし

なし

ウ

なし

ア

価格転嫁 ウ イ イ

支払条件
（※）

- - ア

KDDI 価格交渉

なし

ウ

なし なし

イ

価格転嫁 ウ イ

支払条件
（※）

- ア

ソフトバンク 価格交渉

なし

ウ イ ウ ア

価格転嫁 ウ ウ ウ ウ

支払条件
（※）

- - - ア

NTTドコモ
ビジネス

価格交渉

なし なし

イ

なし なし価格転嫁 イ

支払条件
（※）

-

※ 2025年３月分から、項目が追加された。



（参考）中小企業庁「発注者リスト」（令和７年８月５日）
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（参考）「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針」

○ 電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針（令和７年９月４日）

４ 電気通信事業法又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づき講じられる措置その他の電気通信事業

の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況の調査

（３）法令・ガイドライン等の遵守状況等の確認

（略）

④その他の法令・ガイドライン等に基づき講じられる措置の実施状況等の確認

 上記①から③までのほか、電気通信事業法第27条の３（移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の
禁止行為）、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成13年11月策定）及び「公益事業
者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」（平成13年４月策定）に基づき講じられる措置その他の電気通信
事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について確認を行う。

あわせて、電柱の自己利用と他者利用との間で、電気通信役務の提供に関して同等性が確保されていない事例
の有無やその内容等について確認を行う。

また、電気通信事業者におけるサプライヤーとの取引に関し、物価高騰情勢を踏まえた価格転嫁・取引適正化
対策に関する取組状況等について確認を行う。
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２．電柱利用の円滑化
に関する取組状況



電柱利用の円滑化に係るこれまでの経緯

➢ 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方 最終答申」の公表（令和７年２月３日）
• 総務省において以下の対応を行うことが適当であるとされる。

① NTT東西の線路敷設基盤について、自己利用と他者利用との間で同等性が確保されていないと考えられる事例の実態（当該事例の有無や内容等）
を検証すること

② その検証の結果、必要と認められる場合は、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の見直しを含めて、必要な措置を講ずること

➢ 令和６年度市場検証における、電柱の貸与に関する取組の実施状況の確認
• 電柱保有者に対する電柱の保有状況、貸与状況、並びに「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」 （平成13年11月策定）及び「公
益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」 （平成13年４月策定）で定められている電柱の貸与に関する取組の実施状況を確認

➢ 市場検証委員会「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針」
の策定（令和７年９月４日）

• 「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成13年11月策定）及び「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」（平成
13年４月策定）に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について確認し、あわせて電
柱の自己利用と他者利用との間で、電気通信役務の提供に関して同等性が確保されていない事例の有無やその内容等について確認を行うことを記載

これまでの経緯
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ヒアリング項目

⚫ 電柱利用の円滑化に関する取組状況

（日本ケーブルテレビ連盟）

① 電柱の円滑な利用におけるこれまでの課題

② 電柱利用の円滑化に向けた取組

 「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針」に基づき、関係団体
に対し、市場検証委員会においてヒアリングを公開で実施し、「電柱利用の円滑化に関する取組状況」
について、確認を行う。
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 電柱を保有する主要な電気通信事業者20社に対して、電柱の保有状況及び貸与状況を確認した。

 また、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（令和５年12月改定。以下「競争指針」という。）及び「公益事業
者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」（令和７年３月改定。以下「電柱管路ガイドライン」という。）で定められている電柱
の貸与に関する以下の取組について、電柱保有者による実施状況を確認した。

✓ 競争指針において望ましい行為とされている「電柱の貸与担当部門と他部門・自己の関係事業者との情報遮断等」、
「電柱の貸与状況の公表」

✓ 電柱管路ガイドライン第13条において実施することとされている「電柱の貸与申込手続の公表等」

 確認の結果は以下のとおりである（詳細な確認結果は、年次レポート案第２編第３章第６節を参照）。

 来年度以降も継続して、競争指針及び電柱管路ガイドラインに基づき講じられる措置の実施状況について確認を行う。また、
電柱の自己利用と他社利用との間で、電気通信役務の提供に関して同等性が確保されていない事例の有無やその内容等に
ついて把握し、必要な検証を行う。

項目 確認結果（概要）

A 電柱の保有状況及び貸与状況 • 令和６年３月末時点の電柱の保有状況（保有本数、貸与本数）について、回答のあった20社のうち、電柱の
保有本数及び貸与本数を集計していた18社の電柱の保有本数は約2,433万本（NTT東西：約1,181万本）で
あり、そのうち自己の関係事業者向けに約86万本（NTT東西：約45万本）、その他事業者向けに約1,928万本
（NTT東西：約758万本）の約2,014万本（NTT東西：約803万本）が貸与されていた。

• 令和５年度の電柱の貸与状況（申請受付件数、提供可能とした件数、提供不可とした件数、提供検討中の件
数）について、回答のあった20社の電柱の調査申請件数は自己の関係事業者向けに約900件（NTT東西：約
300件）、その他事業者向けに約24万件（NTT東西：約13万件）の約24万件（NTT東西：約13万件）であり、そ
のうち提供可能とした件数は自己の関係事業者向けに約800件（NTT東西：約200件）、その他事業者向けに
約23万件（NTT東西：約12万件）の約23万件（NTT東西：約12万件）であった。

（参考）令和６年度市場検証における、電柱の貸与に関する取組の実施状況の確認（第45回市場検証会議資料） 
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項目 確認結果（概要）
B 電柱の貸与担当部門と他部門・自

己の関係事業者との情報遮断等

• 電柱の貸与担当部門と他部門・自己の関係事業者との間における、貸与手続を通じて知り得たインフラベー
スの事業者の情報遮断措置の取組状況について、回答のあった20社のうち、NTT東西含む14社は情報遮断
措置を実施していた。

• ＮＴＴ東西において実施している具体的な情報遮断措置は以下のとおり。

✓ 設備部門とその他部門・自己の関係事業者との間においては、貸与手続き等に関するシステムや電柱の
保守・運用に関するシステムの利用権限は、設備部門において当該業務に従事している者のみに限定す
ることで、情報遮断措置を講じている。

✓ 権限の付与状況についても定期的に棚卸を実施することで、適切に運用・管理を行っている。

✓ 設備部門以外との兼務の禁止や居室の分離等、電気通信事業法に定められた措置を徹底している。

• NTT東西によれば、利用部門が電柱の利用を希望する場合の社内手続について、利用部門は設備部門が
設置するケーブルを使用しており、電柱単体で利用を申請するケースはなく、利用部門が電柱が利用可能に
なる時期について、情報を取得することはないとのことであった。また設備部門が設置するケーブルの利用に
あたっては、他の接続事業者と同様の手続を踏んでいるとのことであった。

C 電柱の貸与申込手続の公表等 • 電柱管路ガイドライン第13条で実施することとされている、貸与申込手続等に関する標準実施要領の公表の
有無について、回答のあった20社のうち、ＮＴＴ東西を含む９社は貸与申込手続等に関する標準実施要領を
インターネット上のホームページに掲載する形で公表していた。

D 電柱の貸与状況の公表 • 競争指針において望ましいとされている、自己の関係事業者とそれ以外に区分した上での、電柱の貸与状況
（申込件数、貸与実績、貸与手続に要した期間、貸与を拒否した件数・拒否した場合の理由）の定期的な取り
まとめ・公表の有無について、回答のあった20社のうち、５社は電柱の貸与状況を公表していたが、NTT東西
含む15社は公表していなかった。

（参考）令和６年度市場検証における、電柱の貸与に関する取組の実施状況の確認（第45回市場検証会議資料） 14



（参考）「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針」

○ 電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針（令和７年９月４日）

４ 電気通信事業法又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づき講じられる措置その他の電気通信事業

の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況の調査

（３）法令・ガイドライン等の遵守状況等の確認

（略）

④その他の法令・ガイドライン等に基づき講じられる措置の実施状況等の確認

 上記①から③までのほか、電気通信事業法第27条の３（移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の
禁止行為）、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成13年11月策定）及び「公益事
業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」（平成13年４月策定）に基づき講じられる措置その他の電気
通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について確認を行う。

あわせて、電柱の自己利用と他者利用との間で、電気通信役務の提供に関して同等性が確保されていない事
例の有無やその内容等について確認を行う。

また、電気通信事業者におけるサプライヤーとの取引に関し、物価高騰情勢を踏まえた価格転嫁・取引適正化対
策に関する取組状況等について確認を行う。
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